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健康なまち・職場づくり宣言2020

予防・健康づくりについて、一般住民を対象としたインセンティブを推進する自治体を800市町村以上とする。

予防・健康づくりに向けて47都道府県の保険者協議会すべてが、地域と職域が連携した予防に関する活動を実施する。

かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体を1500市町村、

広域連合を47団体とする。その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。

＊2019年度より 目標を800市町村から1500市町村に、24広域連合から47広域連合に上方修正

健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を500社（法人）以上とする。

協会けんぽ等保険者や商工会議所等のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業を3万社以上とする。
＊2018年度より 目標を1万社から3万社に上方修正

加入者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供する保険者を原則100%とする。

その際、情報通信技術(ICT)等の活用を図る。

予防・健康づくりの企画・実施を提供する事業者の質・量の向上のため、認証・評価の仕組みの構築も視野に、

保険者からの推薦等一定の基準を満たすヘルスケア事業者を100社以上とする。

品質確保・安定供給を国に求めつつ、

すべての保険者が後発医薬品の利用勧奨など、使用割合を高める取り組みを行う。



「2020年度保険者データヘルス全数調査」
■調査対象：全保険者（ 2 0 2 0年 4月以降設立の保険者は調査対象外とする）

■回答期間：2020年7月22日（水）から2020年8月21日（金）まで
＊回答の最終締切は 8月 3 1日（月）

■回答率

保険者
種別

市町村
国保

広域
連合

健保
組合

共済
組合

国保
組合

協会
けんぽ

保険者
協議会

合計

対象数 1,716 47 1,379 85 161 48 47 3,436

回答数 1,673 47 1,308 85 159 48 47 3,320

回答率 97.５% 100% 94.9% 100% 98.8% 100% 100% 96.6%

※47支部のほか
船員保険を含む

※保険者協議会
を除く



各宣言の達成度（達成保険者数）が 大きく向上

宣言２

宣言３

宣言３宣言４

823 1,024市町村

2019 2020

1,292市町村

45広域連合

47 47協議会

1,476社

（法人）

35,196

2019 2020

2,298 2,325保険者

815 995保険者

宣言３宣言５

宣言6

宣言８

目標：全保険者協議会

目標：1500市町村
47広域連合

目標：３万社以上

目標：全保険者

目標：全保険者

51,126社

123 123社

目標：100社以上

813
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1,180市町村
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＊昨年度より 目標を800市町村から1500市町村に、

24広域連合から47広域連合に上方修正
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・ 47 険

 2020 数 ・
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達成要件 2020年度の
達成数

【参考】
更なる取組
の達成大項目 小項目

1 特定健診・保健指導の
実施率向上

特定健診・保健指導の実施率向上に向けて、実施率の高い保険者の取組例の共有や、保険者共同での広報活動
（ポスター作成、住民や医療関係者への働きかけ等）を行っている。

47 40
集合契約の連絡調整に加えて、被用者保険の被扶養者向け健診と自治体のがん検診等の同時実施や、保険者での
独自のがん検診等の実施など、健診の魅力を高めるための保険者と医療関係者との連絡調整を広く行っている。
被用者保険の特定健診と国保・市町村の住民健診の共同実施など、都道府県内の保険者共同での健診実施や、
保険者間での健診実施の委託契約の締結に向けて、保険者協議会が連絡調整や支援をしている。

2 保険者横断的な医療費
の調査分析

国保データベース（ＫＤＢ）システム等を活用した調査分析の研修会や被用者保険者等への分析結果の提供、
管内の保険者によるデータヘルスの取組事例の共有など、保険者によるデータヘルスの効果的な取組を広げている。

47 47データの提供が可能な保険者から医療費データを取得するなど、保険者横断的な医療費や医療サービスの利用
状況等に関する分析を行い、各保険者への分析結果の提供などを行っている。

【更なる取組】医療費の調査分析等のための人材育成を行う。 －

3 特定健診データの
保険者間の移動の推進

特定健診・保健指導は、医療費適正化の観点から保険者が共通で取り組む法定義務の取組である。加入者が移動
した場合、法令上、旧保険者は現保険者の求めに応じて特定健診データを提供しなければならないとされている
ことの重要性を認識し、国が整備した様式やルールの周知など、管内の保険者に対する働きかけを行っている。 47 47

4
保険者横断的な

予防・健康づくり等
の取組

健康教室やウォーキング大会の共同開催や協賛、後発医薬品の使用促進、受動喫煙防止の働きかけ、医療資源を
大切にする患者教育など、保険者横断的な予防・健康づくりや医療費適正化等の活動をしている。 47

47
【更なる取組】住民の健康増進について、医療関係者、企業、大学等の幅広い関係者と課題や認識を共有し、
行政と民間が協力しながら住民に働きかけ、取組を進める観点から、制度や組織の垣根を超えて、広く産官学の
関係者が一体となって健康づくりを推進する。例えば、都道府県等が中心となり「地域版日本健康会議」（又は
これに類する会議体）を、保険者協議会と連携しながら開催する、又は当該関係者の参画及び助言を得ながら
保険者協議会を開催する。

－

【更なる取組】保険者協議会の事務局を、都道府県が自ら担う、又は国民健康保険団体連合会と共同で担っている。 －

⑸

後発医薬品の使用促進や
重複投薬等の適正化
のための取組

【更なる取組】後発医薬品の使用促進または重複投薬等の適正化について、後発医薬品協議会や地域の医療関係者
と連携した取組（例えば、後発医薬品の使用率の実態調査や重複投薬等の適正化の先進事例の共有等）を行って
いる。

－ 46

宣言を達成した保険者協議会の数 47 40

47 険 40
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「健康なまち・職場づくり宣言2020」各年度の達成状況

宣言 達成目標 単位 2016 2017 2018 2019 2020

宣言１ 800市町村以上 市町村 115 328 563 823 1,024

宣言２
800市町村 24広域連合

2019年度から
1500市町村 47広域連合

市町村 118 654 1,003 1,180 1,292

広域連合 4 14 31 32 45

宣言３ 47保険者協議会
2018年から追加項目

保険者
協議会

0 47
47 47 47

27 37 40

宣言４ 500社（法人）以上 社（法人） 138 235 539 813 1,476

宣言５ 1万社2018年度から3万社以上

下段は内訳健康経営優良認定法人
社（法人） 2,970 12,195

23,074 35,196 51,126

775 2,501 4,815

宣言６ 全保険者

全体 1,774 1,989 2,123 2,298 2,325 67.7%

市町村国保 1,188 1,302 1,415 1,428 1,438 83.8%

広域連合 14 19 24 32 32 68.1%

健保組合 489 566 574 704 709 51.4%

国保組合 16 32 35 49 55 34.2%

共済組合 20 22 27 37 43 50.6%

協会けんぽ 47 48 48 48 48 100%

宣言７ 100社以上 社 88 98 102 123 123

宣言８ 全保険者

全体 262 429 608 815 995 29.0%

市町村国保 84 178 297 440 568 33.1%

広域連合 10 15 19 21 23 48.9%

健保組合 122 151 195 242 278 20.2%

国保組合 13 6 8 19 28 17.4%

共済組合 3 31 41 45 50 58.8%

協会けんぽ 30 48 48 48 48 100%

注；2019年の宣言4、5の健康経営優良法人数は2020年3月1日現在、2020年は同9月1日現在の認定数、宣言6、8の％は達成率


